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研究成果の概要（和文）：本件研究は、経済活動における違法行為に対する制裁手段の在り方について、刑事制裁と非
刑事法的な規制手段とを比較しつつ、多角的な検討を加えるものである。具体的な研究成果としては、①刑事法上の過
失概念と民事法上の過失概念の関係、②公務員の過失責任の限界、③銀行取引における違法行為の処理、④金融商品取
引法における罰則の解釈、⑤独占禁止法におけるサンクションの在り方などの問題について、検討を加えることができ
た。

研究成果の概要（英文）：This study analyzes sanctions against illegal acts in the economic area from 
different perspectives by comparing criminal sanctions with non-criminal enforcement. As our 
achievements, we deepened our knowledge about (1) the relation between criminal and civil negligence, (2) 
the scope of negligent liability of government officials, (3) measures to deal with illegal acts in 
financial transactions, (4) interpretation of the penalty clauses of the Financial Instruments and 
Exchange Act, and (5) problems of the sanctions of the Antimonopoly Act.

研究分野： 刑法

キーワード： 刑法　経済刑法
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１．研究開始当初の背景 
経済活動における違法行為に対するサン

クションとしては、刑法的規制のほか、行政
的規制、私法的規制、さらに自主規制機関に
よる自主規制など様々な規制手段を投入す
る可能性があり得る。そして、金融商品取引
法、独占禁止法などのエンフォースメントに
おいては、効果的・機動的な法執行を可能に
するため、これらの多数の規制手法が現実に
投入されている。たとえば金融商品取引法に
おいては刑罰の賦課のほかに、行政調査に基
づく行政処分、課徴金納付命令、裁判所によ
る停止命令、投資家による損害賠償請求、金
融商品取引所および業界団体における自主
的規制など、きわめて多様な規制手法が用意
されている。もっとも、これらの規制手法を
どのように使い分けることが望ましいか、ま
た、各種の規制手法を併用することの理論
的・実践的な意義については、従来の研究に
おいて、必ずしも十分に解明されているわけ
ではない。この問題領域においては、金商法、
独禁法などの領域固有の問題関心と、刑事法
学、行政法学、民法学などで検討すべき基礎
理論的なテーマとが交錯しており、前者の領
域の特殊性やニーズを十分に意識しつつ、後
者のテーマに関して掘り下げた検討を加え
ることが、適切な規制枠組みの実現のために
不可欠であるといえる。それにもかかわらず、
両分野の実質的な協働作業はこれまで必ず
しも十分に行われてきたわけではない。たと
えば独占禁止法における課徴金と刑罰の併
科の当否やその限界の問題については、同法
の規制手法の全体像を正確に理解した上で、
課徴金、刑罰の法的性質を十分に考慮しつつ、
二重処罰禁止や比例原則との関連において、
多角的な理論的検討が必要となるはずだが、
独禁法の研究者によっても、また、刑法・行
政法の研究者によっても、活発な論争が行わ
れてきたとはいいがたい状況である。領域横
断的なテーマについては、互いの法分野が、
その理論的解決を相手の分野に委ねてしま
うことがしばしば見られるが、上記の問題に
ついても、このような傾向がなかったとはい
えないであろう。真の領域横断的な研究が、
独禁法、金商法などの解釈・運用をめぐって
求められているのである。 
さらに、このような規制手法の多様化は、

実は刑法学にとっても重要な課題を突き付
けている。刑罰の本質やその目的をめぐって
は古くから活発な議論が行われてきたが、行
政制裁や課徴金納付命令などの規制手法が
併用され、また、民事不法行為における制裁
的機能が重視されている今日においては、他
の規制手法との比較の視座から、現代におけ
る刑事的規制の存在意義について再検討を
加える必要性が高まっているのである。刑法
の補充性・謙抑性という概念が、現在におい
ても重要な基本原理であることには変わり
はないが、これら大原則に全面的に依拠する
だけでは、もはや十分な問題解決を導くこと

はできないのである。 
本件研究は研究代表者のこれまでの研究

成果を活かしつつも、金商法、独禁法、行政
法、民事法の研究者との実質的協働作業によ
って、個別の問題領域ごとに実態に即した検
討を加えることで、従来の研究をより多角的
な観点によって発展させ、また、研究対象を
大幅に拡大しようとするものである。 
 
２．研究の目的 
本件研究の目的は大別して 3つに分類する

ことができる。第 1 に、金融商品取引法や独
占禁止法における規制手法について、とりわ
け刑事法学の観点から重要な意義を有する
問題について多角的に検討し、一定の解釈論
的・立法論的な結論を得ることである。たと
えば、①金商法におけるインサイダー規制の
在り方、②金商法における課徴金の算定基準、
③行政官庁や業界団体によるインフォーマ
ルな規制手法の位置付け、④独禁法における
課徴金の意義、課徴金減免制度をめぐる問題
点、⑤公正取引委員会による犯則調査の意義
などの問題について、一定の結論を得ること
を目的とする。 
さらに本研究では、上記「研究開始当初の

背景」で述べたような基礎理論的な問題につ
いても、多角的・総合的な研究を加える。こ
の研究においては刑事法の問題の検討が中
心となるが、刑事制裁や刑事裁判の本質的理
解を深めるためにも、行政法学、民事法学の
基礎理論的な問題についても分析が必要と
なろう。具体的には、(a)法人に対するサンク
ションの在り方、(b)刑罰と課徴金ないし行政
制裁との関係、(c)経済犯罪に対する量刑の在
り方、(d)被害者に対する被害回復の在り方、
(e)行政調査手続と犯則調査手続ないし刑事
手続との関係、 (f)損害賠償法における制裁
的観点の理解（たとえば懲罰的損害賠償と刑
罰の関係）、(g)違法行為による不当な利益の
剥奪手段の在り方などについて、一定の結論
を得ることが第 2 の目的である。 
 そして、これらの総合的・多角的な研究を
踏まえて、経済活動における違法行為に対し
て、いかなる制裁手段が望ましいかについて
総合的研究を行うのが第 3 の目的である。こ
の研究においては、会社犯罪、租税犯罪、消
費者保護法制など、直接的な研究対象として
いない分野についても視野を広げることが
想定されている。そして、これらの検討によ
って、経済活動における刑事的規制と非刑事
的規制の「役割分担」についても、一定の展
望を得ることが期待される。 
 
３．研究の方法 
本件研究目的を達成するために、①金商法、

独禁法のエンフォースメントの検討・分析、
②制裁・抑止手段の在り方に関する基礎理論
的研究、③経済活動における違法行為に対す
る制裁手段の在り方に関する研究という順
序で、3 段階にわけて研究を進めることにす



る。各段階においては、研究課題ごとに研究
グループを構成し、その具体的な分担内容に
即して研究活動を進める。具体的分担におい
ては、刑事法とそれ以外の分野という縦割り
にならないように留意し、領域横断的な研究
の実現に努める。 
 また、研究方法としては、(a)文献資料に
よる調査、(b)定期的な研究会の開催による
意見交換（外部の研究者、実務家を招へいす
る機会も設ける）、(c)外国の現状調査・専門
家との意見交換を予定している。とりわけ文
献資料の収集・調査については、国内外の最
新の立法・実務の動向について、網羅的な調
査・分析を行う。最新の立法資料等について
は、インターネットによる情報収集も併用す
る。さらに、(d)論稿の公表、研究集会の開
催などを通して、研究成果の外部への発信・
公開を積極的に行うことにしたい。 
 
４．研究成果 
 本件研究は平成 24年度から平成 27年度ま
での 4年間に継続して行われている。各年度
の研究内容および研究成果について、記載す
ることにしたい。 
 平成 24 年度においては、金融商品取引法
におけるエンフォースメントの問題、具体的
には相場操縦の罪、インサイダー取引の罪な
どの犯罪類型の解釈について検討を加える
とともに、金商法上の没収・追徴規定や課徴
金納付命令制度などの制裁制度の概要につ
いて、理論的な検討を加えた。とりわけ金商
法の罰則の検討においては、不正取引の罪
（157 条）、風説の流布、偽計、暴行・脅迫の
罪（158 条）の適用範囲について、刑事法研
究者と金商法研究者ではイメージが大きく
異なっていることが明らかになり、それを前
提としつつ、あるべき解決方法について検討
を加えた。 
 あわせて銀行業務をめぐる刑事法的な規
制についても検討を開始した。具体的には、
銀行預金の払戻がいかなる範囲で刑法上の
財産犯を構成するか、また、この問題が民事
法上の預金債権に関する規制のルールと整
合的に解しうるかという問題について、検討
を進めた。 
 平成 25 年度においては、これらの研究を
継続しつつ、さらに財産的な利益剥奪・制裁
手段の在り方について、検討を加えた。具体
的には刑罰における罰金刑と課徴金納付命
令の関係や両者間の調整の意義、さらに付加
刑としての没収・追徴の法的意義について、
理論的な検討を加えた。 
 平成 26 年度の研究においては、金融商品
取引法の平成 26 年改正によって、インサイ
ダー取引規制が改正されたことを受けて、改
正法における刑事罰の在り方や従来の議論
との関係について、検討を加えた。あわせて
金融商品取引法の課徴金制度について、とり
わけ独占禁止法上の課徴金制度との比較と
いう観点から、理論的な分析を行った。 

 平成 27 年度においては、刑事過失と民事
過失の比較について、検討を進めた。刑事判
例における過失判断の構造を解明しつつ、民
事不法行為における過失判断と対比を行っ
た。また、法人組織内部の自然人行為者に対
する過失責任在り方について検討し、あわせ
て、公務員の過失責任の限界について、行政
法上の議論と対比しつつ、検討を加えた。こ
れらの検討によって、近時、刑法学説で有力
に主張されている二段階構造論、注意義務確
定基準論をめぐる議論が、民事不法行為法な
どにおける問題関心とも共通した側面があ
ることが明らかになった。さらに、これらの
問題と関連付けながら、法人に対する制裁の
在り方、とりわけ財産的制裁手段の意義につ
いても再検討を加えた。 
 これらの研究成果を通して、刑事的制裁・
非刑事的制裁の併用の意義とその在り方、刑
罰構成要件解釈におけるアプローチ、問題関
心の独自性、他の法領域における解釈手法と
の異同などについて、知見を深めることがで
きた。また、金融商品取引法、独占禁止法な
どの罰則の解釈について、金融商品取引法や
独占禁止法の全体構造（とりわけ非刑事法的
な問題関心）を踏まえつつ、新たな視点を見
いだすことができた。これらの研究成果の一
部については、既に後掲の発表論文等によっ
て公表しているが、さらに経済刑法、とりわ
け金融犯罪等をめぐる問題については、近日
中に研究成果を取りまとめ、公表することに
したい。 
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